
 

調査等における単価契約の業績評価の実施について 

（令和５年１１月２１日制定） 

 

（目的） 

第１条  この通達は、調査等における単価契約の業績評価（以下「評価」という。）を実施する

ために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条  この通達における対象業務は、次の各号に揚げる業務をいう。（以下、「単価契約業務

という。」） 

一  特命契約による単価契約を適用する調査等 

 

（評価委員会の設置） 

第３条  契約責任者は、評価を実施するため、西日本高速道路株式会社業績評価要領（平成１８

年要領第１０５号。以下「業績評価要領」という。）第４条の規定を準用し、別添「標準業務

等業績評価委員会設置要領」を参考のうえ、評価委員会を設置するものとする。 

 

（評価の単位） 

第４条  評価は、単価契約業務の請負契約を締結した受注者について、契約単位ごとに実施する

ものとする。 

 

（評価対象期間） 

第５条  評価の対象期間（以下「評価期間」という。）は、当該請負契約の履行開始の日から後

続業務を公募により別途発注することができる期間を十分確保できる時期（概ね２ヵ月程度）

を評価期間の標準とする。 

 

（評価項目等） 

第６条  評価項目及び評価基準は、「西日本高速道路株式会社調査等成績評定要領」（平成 18

年3月31日 第99号）のとおりとし、評価するものとする。ただし、業務の進捗率が低い場

合は、当該時点で評価できる項目を100点換算したのち、入札参加資格停止等の項目を考慮す

るものとする。なお、設計業務等の業務量が少ない場合（主たる設計業務等がない場合）は設

計業務等の評価をしなくてもよいものとする。 

 

（評価の実施） 

第７条  評価委員会は、前条の規定により評価資料が提出されたときは、速やかに評価委員会を

開催し、評価を実施するものとする。 

２  評価委員会は、同条の規定により提出された評価資料のほか、監督員又は担当課長に対し、

評価に必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（評価結果の報告等） 

第８条  評価委員会は、評価実施後、契約責任者及び競争参加資格等審査委員会に対し、評価結

果を別記様式第１号により速やかに報告するものとする。 



 

２  契約責任者は、前項の規定により評価委員会から報告を受けた後、受注者に対し、評価結果

を別記様式第２号により速やかに通知するものとする。 

３ 前項の通知に係る評価は、別表－１（判定基準）によるものとする。なお、総合評点は項目

別評定点のうち、業務評定とする。 

 

（その他） 

第９条  評価は、原則として業績評価要領の規定により行うものとするが、契約の時期により、

評価期間が短い業務等適正な評価が行えない場合は、評価委員会委員長の判断により定めるこ

とができるものとする。 

 



 

別表－１（判定基準） 

 

    総合評点 評価結果 

 ９０点以上    ＡＡＡ 

 ８０点以上９０点未満    ＡＡ 

 ７０点以上８０点未満    Ａ 

 ６０点以上７０点未満    Ｂ 

 ６０点未満    Ｃ 

 



 

別記様式第１号   
年  月  日 

      契約責任者 

○ ○支社長 殿 
                                                 ○○業務等業績評価委員会 
                                                 委員長       ○○  ○○    印 

 
業績評価結果通知書 

                         
標記作業について業績評価を行った結果、下記のとおりとなりましたので通知します。 

 
記 

 

１． 調査等名 

２． 受注者名 

３． 評価結果 

             
ＡＡＡ  ＡＡ   Ａ   Ｂ   Ｃ 
     

 
以上 

 
 



 

別記様式第１号の２   
年  月  日 

      競争参加資格等審査委員会   
      委員長  ○○  ○○       殿 
                                                 ○○業務等業績評価委員会 
                                                 委員長       ○○  ○○    印 

 
業績評価結果通知書 

                         
標記作業について業績評価を行った結果、下記のとおりとなりましたので通知します。 

 
記 

 

１． 調査等名 

２． 受注者名 

３． 評価結果 

             
ＡＡＡ  ＡＡ   Ａ   Ｂ   Ｃ 
     

 
以上 

 
 



 

別記様式第２号   
番  号 

年  月  日 
      契約の相手方 
      所在地 
      商号又は名称 
      代表者名     殿 
                                               西日本高速道路株式会社○○支社長 
                                                        ○○  ○○    印 

 
 

業績評価結果通知書 

 
                        （調査等名）                                

 
貴社と締結した標記契約について、業績評価の実施結果を下記のとおり通知します。 
なお、評価の結果に疑問があるときは、当職に対し、その疑問の旨を付して、この書面の日付

から１０日以内に、書面により説明を求めることができます。 
疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。 
また、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり

です。 
記 

１． 評価結果 
「○○」 

 
２．送付先及び問い合わせ先 
郵便番号○○○－○○ 
所在地 ○○○○○○○ 
       西日本高速道路株式会社○○支社○○宛て 

ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○（代）内線○○○○ 

 
以  上 



 

（参考） 
業績評価のフロー図  

 

契約担当者 

競争参加資格等 

審査委員会 

 

評価委員会 

 

監督員 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

項目別評定点

の作成 

調査審議結

果の受領 

評価結果の

通知 

評価結果の受領 

評価結果の受

領 

翌年度の随意契約締

結の可否又は次の競

争参加資格への有無

を調査審議 

委員会開催 

評価結果の

受領 

項目別評定点、内訳及

びその他必要な資料

の受領 

その他必要な資

料 

評価結果の報告 



 

別  添 

標準○○業務業績評価委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条  ○○支社（事務所）が所掌する○○業務に係る業績評価（以下「業績評価」という。）

を実施するため、○○支社（事務所）に○○業績評価委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（組織） 

第２条  本社契約に係る委員会は本社に、支社契約に係る委員会は支社に、事務所契約に係る委

員会は各事務所に設置するものとする。なお、支社委員会においては、それぞれの部毎に設置

するものとする。 

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

３  委員会の委員長及び委員は、それぞれ別表に掲げる者をもって充てる。 

４  委員長は委員会の事務を掌理する。 

５  委員長に事故があるときは委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（所掌事項） 

第３条  委員会は、業績評価要領に基づき、業績評価を行う。 

（評価資料の提出） 

第４条  委員会は、監督員等に対し、業績評価に必要な資料の提出を求めることができる。 

（委員会の開催） 

第５条  委員会は、委員長が必要と認めたときに随時開催するものとする。 

（庶務） 

第６条  委員会の庶務は、○○課（工事区）において行う。 

（雑則） 

第７条  この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

 

      附  則 

  この要領は、令和〇年○月○日から施行する。 

別表 

組織 委員長 委  員 

本社 業務を担当する部の長

又は課の長 

審査対象を所管する部又は課の調査役、課長 

支社 業務を担当する部の長 技術審査担当部長 

事業部担当調査役 

担当課長 

当該業務等担当事務所長（ただし、所長が事務職で技

術担当副所長が置かれている事務所にあっては技術

担当副所長） 

事務所 副所長（技術） 担当課長 

工事長 

※ 委員会の構成員等については、支社（事務所）において適宜決定するものとする。 


